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◉診療時間　9:00～17:00
【休日急患当番医】
◉休日・夜間診療案内　☎0229(24)2267（24時間）
◉第２次診療　登米市民病院　 ☎0220(22)5511
【問い合わせ】登米市医師会　☎0220(22)2084
※月～金曜日(休日を除く)
【歯科休日当番医】
【問い合わせ】市民生活部健康推進課　☎0220（58）2116
※当番医は、変更する場合があります。各医療機関に確認の
上、受診ください。
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高
齢
者
で
「
最
近
物
忘
れ
が

多
く
な
っ
た
」「
元
気
が
な
く

何
も
や
ろ
う
と
し
な
く
な
っ

た
」
な
ど
、
気
に
な
る
症
状
が

あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
精
神
科
医
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。
相
談
は
予
約
制
で
す
の

で
、
事
前
に
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
か
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

５
月
27
日（
金
）
午
後

１
時
30
分
〜市役

所
南
方
庁
舎（
１

階
相
談
室
）

各
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
各
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
分
室
、
ま
た
は
福

祉
事
務
所
長
寿
介
護
課（
介
護

給
付
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【問い合わせ】登米市南方町新高石浦130番地　死kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp
　市民生活部健康推進課　☎0220（58）2116　 0220（58）3345

　

◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267

　

市
で
は
、本
年
４
月
か
ら
生
活
支
援

体
制
整
備
事
業
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
は
何
か
を
地
域
で
考
え
、話
し
合
い
、

支
え
合
う
体
制
づ
く
り
を
し
て
い
く
も

の
で
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、
多
様
な

日
常
生
活
の
支
援
・
強
化
お
よ
び
高
齢

者
の
社
会
参
加
を
一
体
的
に
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

福
祉
事
務
所
長
寿
介

護
課
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　市民の皆さんが安心して市民活動に参加できるよう、
市では市民活動総合補償制度を設けています。この補
償制度は、自治会や市民活動団体、その
他市民活動をしている人が、無報酬で行
う公益的な活動中にけがをした場合や、
誤って第三者を負傷させた場合などの不
慮の事故を救済するためのものです。
　保険料は、市が負担し保険会社と契約
します。皆さんが事前に加入や登録の手
続きをする必要はありません。

☎

　事故発生から 30 日以内に最寄りの総合支所市民課（市
が実施した事業での事故は事業担当課）へ、事故報告書
に活動の概要を把握できる資料（通知文、お知らせなど）
を添えて申請してください。
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生
いくしま

島　ヒロシ 氏


